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水
戸
部
正
男
氏
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

購
濱
鰹
並
大
騨
水
戸
部
正
男
氏
學
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

1
主
論
交
　
公
家
新
制
の
研
究

2
副
論
交
　
①
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
⑧
殿
下
渡
領
の
性
質

　
水
戸
部
正
男
氏
提
出
の
學
位
請
求
論
文
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
先
ず
主
論
文
は
、
次
の
ご
と
き
構
成
で
あ
る
。

序
　
文

　
一
　
新
制
と
は
何
か
　
　
二
　
耶
安
鎌
倉
時
代
の
公
家
新
制
一
覧

第
一
章
初
期
の
新
制

第
二
章
耶
安
時
代
の
公
家
新
制

　
一
　
天
延
三
年
及
び
天
元
五
年
の
新
制

　
二
　
一
條
天
皇
時
代
の
新
制

　
　
e
永
延
元
年
三
月
五
日
新
制
　
⇔
尾
張
國
郡
司
百
姓
解
文
の
九
ケ
條
官
符

　
　
目
正
暦
元
年
四
月
一
日
の
官
宣
旨
　
㊨
長
保
年
代
の
新
制
　
ω
長
保
元
年

　
　
七
月
二
十
七
日
新
制
　
㈲
長
保
二
年
六
月
五
日
新
制
　
㊦
長
保
三
年
壬
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
（
一
三
五
九
）



　
　
水
戸
部
正
男
氏
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

二
月
八
日
新
制

　
三
　
長
和
二
年
四
月
十
九
日
新
制

　
四
　
永
久
四
年
七
月
十
二
日
新
制
・
附
記

第
三
章
　
後
白
河
上
皇
時
代
の
公
家
新
制

　
一
　
保
元
・
治
承
の
新
制
と
建
久
の
新
制

　
　
0
保
元
元
年
壬
九
月
十
七
日
新
制

　
　
㊧
治
承
二
年
七
月
十
八
日
新
制

　
二
　
保
元
年
代
の
公
家
新
制

　
　
e
保
元
元
年
令
　
口
保
元
二
年
令

　
三
　
治
承
二
年
令
・
附
録

　
四
　
建
久
二
年
三
月
二
十
二
日
の
新
制

　
五
　
建
久
二
年
三
月
二
十
八
日
の
新
制

第
四
章
　
鎌
倉
時
代
の
公
家
新
制

　
一
　
建
暦
二
年
三
月
二
十
二
日
の
新
制
・

　
　
就
い
て

六　五　四　三　二

長
承
元
年
九
月
十
日
新
制

⇔
保
元
二
年
十
月
八
日
新
制

㊨
治
承
三
年
八
月
三
十
日
新
制

興
福
寺
寺
邊
新
制
に
就
て

嘉
録
元
年
十
月
二
十
九
日
の
新
制

寛
喜
三
年
十
一
月
三
日
の
新
制

延
感
二
年
三
月
十
二
日
の
新
制

建
長
五
年
七
月
十
二
日
の
新
制

弘
長
三
年
八
月
十
三
日
の
新
制

附
録
「
け
ち
う
の
し
ん
せ
い
」

に

七
六
　
　
（
一
三
六
〇
）

　
七
　
文
永
十
年
九
月
二
十
七
日
の
新
制

　
八
　
正
懸
五
年
七
月
二
日
の
新
制

第
五
章
　
公
家
新
制
と
武
家
新
制
の
關
係

　
一
　
鎌
倉
幕
府
施
行
の
新
制
一
覧

　
二
　
延
懸
二
年
の
關
東
新
制

　
三
　
弘
長
元
年
の
關
東
新
制

　
四
　
結
　
び

第
六
章
法
制
史
上
の
公
家
新
制

　
一
　
公
家
新
制
の
法
律
的
性
質

　
二
　
法
制
史
上
の
公
家
新
制

　
わ
が
國
の
中
世
に
お
い
て
は
、
公
家
法
、
本
所
法
、
武
家
法
の
三
つ
が
相
並

ん
で
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
日
本
法
制
史
學
の
研
究
封
象
と
し
て
、
い

ち
じ
る
し
い
成
果
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
武
家
法
に
つ
い
て
で
あ
り
、

本
所
法
の
研
究
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
と
こ
ろ
が
、
公
家
法
に
つ
い
て
の
研
究
は
甚

し
く
立
ち
お
く
れ
て
お
り
、
未
開
拓
の
分
野
が
か
な
り
多
い
。
當
時
の
公
家
法

が
す
で
に
、
律
令
盟
制
の
形
腰
に
堕
し
、
他
の
本
所
法
、
武
家
法
の
ご
と
く
、

た
く
ま
し
い
生
命
力
を
も
た
ず
、
そ
れ
が
た
め
史
家
の
興
趣
を
そ
そ
る
こ
と
の

す
く
な
き
に
基
付
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
中
世
法
源
の
一
つ
と
し
て
公
家
法
の

存
在
を
否
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
研
究
も
ま
た
等
閑
観
す
べ
き

も
の
で
は
な
か
ろ
う
。



　
著
者
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
公
家
法
の
中
か
ら
、
公
家
新
制
と
呼
ば
れ
る
成

交
法
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
内
容
、
性
格
、
前
後
の
縷
承
關
係
、
武
家
法
と
の
關

係
、
さ
ら
に
日
本
法
制
史
上
に
お
け
る
意
義
な
ど
を
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

公
家
新
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
研
究
と
し
て
三
浦
周
行

博
士
の
業
績
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
三
浦
博
士
の
「
新
制
の
研
究
」
（
法
學
論
叢

十
四
雀
六
號
、
十
五
雀
一
、
二
、
四
、
五
、
六
號
、
十
六
雀
一
號
）
は
、
新
制

を
三
期
に
分
け
、
第
一
期
を
李
安
時
代
、
第
二
期
を
鎌
倉
時
代
の
大
部
分
、
第

三
期
を
鎌
倉
時
代
末
期
と
し
、
と
く
に
第
二
期
に
重
貼
を
お
ぎ
つ
つ
、
新
制
の

内
容
、
各
新
制
間
の
條
文
の
關
蓮
、
公
家
新
制
と
武
家
新
制
と
の
關
係
な
ど
に

つ
い
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
著
者
は
、
こ
の
三
浦
博
士
の
業
績
を
基

盤
と
し
、
三
浦
博
士
が
わ
ず
か
に
論
及
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
李
安
時
代
の

新
制
に
つ
い
て
詳
論
し
、
ま
た
鎌
倉
時
代
の
新
制
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
の
も

の
を
敷
衛
、
よ
り
精
密
な
論
究
を
行
い
、
全
髄
に
わ
た
つ
て
三
浦
博
士
の
先
騙

的
研
究
を
さ
ら
に
大
き
く
前
進
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
ま
ず
序
説
に
お
い
て
、
新
制
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
論
じ
て
い
る
。

李
安
時
代
中
期
（
十
世
紀
牛
頃
）
か
ら
南
北
朝
初
期
（
十
四
世
紀
牟
頃
）
ま
で

の
約
四
百
年
問
に
、
著
者
が
指
摘
し
た
も
の
だ
け
で
も
約
六
十
同
に
及
ん
で
襲

布
さ
れ
た
公
家
新
制
は
、
形
式
的
に
み
る
と
、
天
皇
叉
は
院
の
勅
旨
に
基
づ
く

法
令
で
、
律
令
の
修
正
法
た
る
格
に
馬
し
、
格
の
中
で
は
禁
止
法
的
性
格
が
つ

よ
く
、
箪
籔
法
令
よ
り
も
複
籔
法
令
が
多
い
。
し
か
し
、
新
制
以
外
に
も
、
そ

　
　
　
　
水
戸
部
正
男
氏
學
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

う
し
た
形
式
を
備
え
た
公
家
法
は
あ
る
が
、
と
く
に
新
制
と
呼
ぽ
れ
た
法
令
は
、

天
皇
ま
た
は
上
皇
が
律
令
政
治
の
維
持
を
熱
望
し
た
時
代
、
後
世
に
な
る
と
復

古
的
意
識
を
彊
く
有
し
て
い
た
時
代
に
、
多
く
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
天
皇
・
上
皇
の
政
治
意
識
の
彊
弱
と
關
蓮
づ
け
て
、
新
制
の
制
定

を
考
察
し
て
い
る
鮎
は
、
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
つ
づ
い
て
序
説
に
は
、
公
家
新
制
の
一
覧
表
を
掲
げ
て
い
る
。
約
六
十
の
中

の
三
分
の
二
は
、
著
者
に
よ
つ
て
各
種
史
料
か
ら
あ
ら
た
に
抽
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
と
く
に
李
安
時
代
の
新
制
に
そ
れ
が
多
い
。
こ
の
一
覧
表
は
、
將
來

の
新
制
研
究
に
も
、
き
わ
め
て
貴
重
な
手
が
か
り
を
與
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
論
第
一
章
は
「
初
期
の
新
制
」
と
題
し
、
新
制
と
構
せ
ら
れ
た
法
令
の
嗜

矢
と
し
て
、
村
上
天
皇
天
暦
元
年
十
一
月
三
日
の
太
政
官
符
六
ケ
條
を
あ
げ
て

い
る
。
こ
の
法
令
は
、
風
俗
の
矯
正
と
く
に
六
位
以
下
の
下
級
官
吏
の
過
差
を

取
締
る
も
の
で
、
律
令
的
な
身
分
的
差
別
観
を
基
調
に
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
制
定
に
は
天
皇
の
律
令
制
復
活
へ
の
政
治
意
識
が
つ
よ
く
作
用
し
て
い

る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
第
二
章
は
天
延
か
ら
長
承
年
代
の
新
制
を
「
李
安
時
代
の
公
家
新
制
」
の
題

で
論
考
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
節
で
、
天
延
三
年
三
月
の
新
制
が
始
め
て
蓮
反

者
に
封
す
る
科
罰
規
定
を
設
け
た
こ
と
、
ま
た
兵
杖
の
禁
に
關
す
る
規
定
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
山
海
賊
や
層
兵
が
は
び
こ
つ
た
肚
會
事
情
に
關
蓮
し
て
理
解
す

べ
き
こ
と
を
読
い
て
い
る
。
第
二
節
で
は
李
安
朝
の
宮
廷
貴
族
文
化
が
も
つ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
（
一
三
六
一
）



　
　
　
　
水
戸
部
正
男
氏
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

も
榮
え
た
一
條
天
皇
時
代
の
新
制
を
槍
討
し
て
い
る
。
ま
ず
始
め
の
永
延
の
新

制
に
地
方
政
治
の
振
粛
を
目
的
と
し
た
も
の
が
多
い
理
由
を
、
當
時
の
地
方
事

情
と
關
蓮
し
て
考
察
し
、
ま
た
、
中
世
史
上
著
名
な
尾
張
國
郡
司
百
姓
解
文
の

中
に
も
、
永
延
元
年
三
月
七
日
の
新
制
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
し
て

い
る
。
次
に
正
暦
、
長
保
の
新
制
に
お
よ
び
、
と
く
に
長
保
年
間
三
同
に
亘
る

新
制
の
内
容
を
詳
し
く
考
察
し
、
神
事
、
佛
事
の
條
文
が
加
つ
た
こ
と
は
、
當

時
の
悪
疫
流
行
に
基
づ
く
こ
と
を
推
論
し
、
ま
た
當
時
よ
う
や
く
肚
年
に
達
し

た
一
條
天
皇
か
新
制
の
制
定
、
施
行
に
す
こ
ぶ
る
熱
心
で
あ
つ
た
事
情
を
詳
述

し
、
囁
關
政
治
の
機
構
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
天
皇
の
熱
意
も
結
局
は
實
を

む
す
ば
な
か
つ
た
所
以
を
論
謹
し
て
い
る
。
第
三
節
は
長
和
年
代
、
三
條
天
皇

の
新
制
が
、
長
保
の
新
制
と
同
じ
よ
う
な
事
情
か
ら
、
左
大
臣
藤
原
道
長
に
よ

つ
て
ほ
と
ん
ど
守
ら
れ
な
か
つ
た
状
況
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
四
節
は

永
久
年
代
、
鳥
羽
天
皇
の
新
制
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
新
制
は
一
般
に
公
布
し

た
も
の
で
は
な
く
、
検
非
違
使
が
蓮
反
者
を
取
締
る
覧
書
で
あ
つ
た
と
し
て
い

る
。

　
第
三
章
は
「
後
白
河
上
皇
時
代
の
公
家
新
制
」
と
題
し
、
上
皇
の
治
世
三
十

五
年
に
約
十
同
の
新
制
が
護
布
さ
れ
た
馳
を
種
々
考
察
し
て
い
る
。
e
ま
ず
絡

括
的
に
い
う
と
、
保
元
元
年
、
同
二
年
の
新
制
が
、
治
承
二
年
、
同
三
年
の
新

制
に
縷
承
さ
れ
、
さ
ら
に
建
久
二
年
の
二
つ
の
新
制
に
纏
承
さ
れ
、
こ
の
中
、

建
久
二
年
三
月
二
十
八
日
の
新
制
は
、
以
後
の
鎌
倉
時
代
公
家
新
制
の
基
本
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
（
二
二
六
二
）

式
と
な
つ
た
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
論
決
は
、
著
者
の
卓
見
と
い
5
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ω
保
元
元
年
の
新
制
は
肚
寺
勢
力
の
削
減
を
目
的
と
す
る
統
治
法
的

性
格
の
つ
よ
い
法
令
で
あ
る
が
、
肚
會
的
に
相
當
の
効
果
を
あ
げ
え
た
馳
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
㊧
保
元
二
年
の
新
制
三
十
五
力
條
の
條
文
は
傳
わ
ら
な
い
が

後
ち
の
新
制
の
中
か
ら
約
十
力
條
を
復
元
し
た
。
こ
の
新
制
は
從
來
の
新
制
を

綜
合
し
た
形
式
を
探
つ
て
い
る
た
め
、
三
十
五
力
條
に
も
の
ぼ
る
多
く
の
條
文

を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
し
、
ま
た
、
こ
の
新
制
が
、
治
承
二
年
、
同
三
年

の
新
制
を
脛
て
、
建
久
二
年
新
制
に
縫
承
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
公
家

新
制
の
基
本
形
式
は
、
そ
の
起
源
を
、
保
元
二
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
も
の

と
し
て
い
る
。
㈲
保
元
年
代
は
、
保
元
の
飢
に
勝
利
を
得
た
後
白
河
上
皇
が
專

制
君
主
と
し
て
律
令
的
政
治
の
復
活
を
意
圖
し
た
時
代
で
あ
つ
た
の
で
、
そ
う

し
た
上
皇
の
政
治
意
欲
は
、
當
時
の
新
制
の
う
ち
に
つ
よ
く
反
映
し
て
い
る
と

し
、
叉
こ
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
の
も
と
に
制
定
さ
れ
た
新
制
の
こ
と
と
て
、

そ
の
肚
會
的
効
果
は
き
わ
め
て
大
き
か
つ
た
事
情
を
詳
論
し
て
い
る
。
㊨
保
元

二
年
の
新
制
は
、
一
見
す
る
と
世
相
を
反
映
し
た
吐
會
政
策
的
立
法
の
よ
う
に

み
え
る
が
、
實
際
は
、
李
安
初
期
の
格
や
、
延
喜
式
の
規
定
に
も
と
づ
く
條
文

が
多
く
、
営
時
の
爲
政
者
は
、
古
い
時
代
に
理
想
を
お
き
、
肚
會
の
實
情
に
は

暗
か
つ
た
と
し
て
い
る
。
㈹
建
久
二
年
三
月
二
十
二
日
の
新
制
は
、
前
代
の
新

制
を
縫
承
し
て
は
い
る
が
、
李
家
の
滅
亡
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
い
う
攣
動
期

に
相
鷹
ず
る
内
容
を
有
す
る
馳
を
指
摘
し
、
ま
た
、
こ
の
新
制
は
幕
府
に
も
傳



達
さ
れ
た
か
ら
、
幕
府
の
援
助
に
よ
つ
て
、
そ
の
瀧
會
的
効
果
が
著
し
か
つ
た

も
の
と
し
て
い
る
。
と
く
に
、
そ
の
第
十
六
條
に
、
彊
山
賊
邉
捕
の
責
任
者
と

し
て
前
近
衛
大
將
源
朝
臣
（
頼
朝
）
の
名
を
あ
げ
て
い
る
の
は
文
治
元
年
頼
朝

が
國
家
守
護
穫
を
掌
握
し
た
と
す
る
中
田
薫
博
士
ら
の
學
読
の
裏
付
け
に
な
る

と
い
う
論
謹
は
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
見
解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
㈹
建

久
二
年
三
月
二
十
八
日
の
新
制
は
、
宮
廷
内
部
の
生
活
規
制
を
目
的
と
し
た
も

の
で
、
い
わ
ば
新
制
本
來
の
性
格
が
つ
よ
く
、
月
を
同
じ
く
し
て
二
つ
の
新
制

が
公
布
さ
れ
た
の
は
、
爾
者
の
性
格
が
異
な
つ
て
い
た
た
め
と
し
て
い
る
。
㈲

建
久
年
間
二
つ
の
新
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
の
全
文
が
傳
わ
つ
て
い
る
た

め
、
成
立
事
情
、
内
容
、
前
後
縫
承
關
係
、
杜
會
事
情
と
の
關
蓮
な
ど
、
そ
の

考
護
は
き
わ
め
て
詳
密
を
叢
し
て
お
り
、
本
章
に
お
い
て
、
著
者
が
も
つ
と
も

力
を
そ
そ
い
だ
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
四
章
は
「
鎌
倉
時
代
の
公
家
新
制
」
と
題
し
、
建
暦
か
ら
正
懸
ま
で
の
新

制
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
か
つ
て
三
浦
博
士
が
前
揚
論
考
に
お
い

て
素
描
を
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
著
者
の
考
察
は
さ
ら
に
格
段
の
精
密

度
を
加
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
節
は
建
暦
二
年
の
新
制
の
大
部
分

が
建
久
二
年
新
制
の
縫
承
で
あ
る
黙
を
論
謹
し
、
猫
特
の
規
定
と
し
て
中
媒
（
費

春
）
の
箇
條
を
あ
げ
、
武
家
追
加
法
の
中
に
同
種
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
か

ら
、
幕
府
（
北
條
泰
時
）
が
こ
の
新
制
の
内
容
を
知
つ
て
い
た
も
の
と
推
測
し

て
い
る
。
第
二
節
は
嘉
録
元
年
の
新
制
が
同
じ
く
大
部
分
は
建
久
の
新
制
の
纏
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承
で
あ
る
こ
と
を
考
謹
し
、
そ
の
中
に
意
銭
と
構
す
る
博
戯
の
流
行
を
灰
示
す

る
箇
條
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
鐘
貨
の
流
行
に
關
す
る
有
力
な
資
料
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
第
三
節
は
寛
喜
三
年
の
新
制
が
、
も
つ
と
も
條
敷
の
多
い
新
制

で
あ
る
と
し
、
そ
の
纒
承
關
係
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
こ
の
新
制
に
庶
民
の

風
俗
矯
正
を
め
ざ
す
條
項
が
あ
ら
た
に
加
つ
た
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
第
四
節

の
延
鷹
の
新
制
第
五
節
の
建
長
の
新
制
共
に
寛
喜
の
新
制
か
ら
の
纏
承
關
係
を

論
究
し
て
い
る
。
第
六
節
は
弘
長
三
年
の
新
制
の
特
長
と
し
て
建
久
の
新
制
を

腿
承
す
る
度
合
い
の
す
く
な
く
な
つ
た
こ
と
お
よ
び
、
地
方
政
治
の
實
態
を
傳

え
る
と
思
わ
れ
る
條
文
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
後
者
の
理
由
と
し
て
、
輻
山

天
皇
時
代
、
評
定
衆
、
記
録
所
と
い
う
二
つ
の
民
事
訴
訟
機
關
が
設
け
ら
れ
活

濃
に
動
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
裁
到
を
通
じ
て
地
方
の
状
況
が
朝
廷
に
傳
え
ら

れ
る
に
至
つ
た
た
め
と
推
漸
し
て
い
る
。

　
第
七
節
は
文
永
十
年
の
新
制
が
、
從
前
の
新
制
の
纒
承
で
あ
り
、
内
容
的
に

も
時
代
的
特
色
に
乏
し
く
、
新
制
の
固
定
化
現
象
が
か
な
り
つ
よ
く
あ
ら
わ
れ

初
め
て
い
る
こ
と
を
論
謹
し
て
い
る
。
第
八
節
は
正
懸
五
年
の
新
制
が
全
條
訴

訟
關
係
に
限
定
さ
れ
た
特
色
を
指
摘
し
、
そ
の
制
定
理
由
に
つ
い
て
詳
細
な
考

察
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
立
法
理
由
は
、
三
浦
博
士
も
全
く
ふ
れ
て
お
ら
れ
な

か
つ
た
黙
で
あ
る
。
著
者
は
か
つ
て
「
鎌
倉
時
代
の
記
録
所
に
就
い
て
」
（
史

潮
八
巻
二
號
）
と
題
す
る
論
文
を
護
表
し
、
正
懸
六
年
、
伏
見
天
皇
が
記
録

所
、
議
定
衆
の
機
構
改
革
を
行
つ
た
事
情
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
正
懸
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五
年
の
新
制
は
、
そ
う
し
た
改
革
の
前
提
と
し
て
、
記
録
所
の
訴
訟
手
績
法
を

定
め
た
も
の
と
し
、
そ
れ
は
年
中
行
事
的
な
宮
廷
政
治
か
ら
一
歩
ふ
み
出
し
て

公
家
政
治
の
振
興
を
企
圖
し
た
天
皇
の
政
治
意
欲
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
論
断
し

て
い
る
。

　
な
お
、
第
三
章
の
附
録
に
興
福
寺
の
「
寺
邊
新
制
」
、
第
四
章
の
附
録
に
建
暦

二
年
の
「
け
ち
う
の
し
ん
せ
い
」
（
家
中
新
制
）
を
取
扱
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

公
家
新
制
に
形
式
、
内
容
を
模
し
て
寺
院
、
貴
族
が
制
定
し
た
も
の
で
、
從
前

ほ
と
ん
ど
史
家
の
注
意
を
惹
か
な
か
つ
た
史
實
で
あ
り
、
著
者
の
公
家
新
制
研

究
の
貴
重
な
副
産
物
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
章
は
「
公
家
新
制
と
武
家
新
制
の
關
係
」
と
題
し
、
爾
者
の
關
蓮
を
詳

細
に
究
明
し
て
い
る
。
著
者
は
「
中
世
法
制
史
料
集
」
を
利
用
し
、
そ
の
中
か

ら
鎌
倉
幕
府
の
追
加
法
と
し
て
、
武
家
新
制
と
構
せ
ら
れ
る
法
令
を
ぬ
き
だ
し
、

執
構
北
條
泰
時
の
時
代
か
ら
武
家
新
制
が
成
立
し
た
事
情
を
詳
論
し
、
延
懸
二

年
の
武
家
新
制
が
以
後
の
武
家
新
制
の
基
本
形
式
と
な
つ
た
こ
と
、
そ
し
て
武

家
新
制
の
中
に
は
非
常
に
多
く
の
公
家
新
制
が
探
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
況
を

考
謹
し
て
い
る
が
、
と
く
に
弘
長
元
年
の
關
東
新
制
六
十
一
ヶ
條
と
建
久
以
後

文
永
ま
で
の
公
家
新
制
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
逐
條
的
槍
討
を
行
い
、
そ
の

縫
承
關
係
が
き
わ
め
て
詳
細
に
論
究
さ
れ
て
い
る
。
三
浦
博
士
に
よ
つ
て
初
め

て
注
目
さ
れ
た
問
題
が
い
ま
や
著
者
に
よ
つ
て
ほ
と
ん
ど
鹸
す
と
こ
ろ
な
く
解

明
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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二
二
六
四
）

　
第
六
章
は
「
法
制
史
上
の
公
家
新
制
」
と
題
し
、
公
家
新
制
の
法
律
的
性
格

に
つ
い
て
序
読
の
考
察
を
補
足
し
、
ま
た
、
日
本
法
制
史
上
に
お
け
る
公
家
新

制
の
意
義
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
e
公
家
新
制
は
律
令
法
上

で
は
格
に
麗
す
る
こ
と
。
⇔
延
喜
式
は
公
家
新
制
の
法
源
と
し
て
と
く
に
重
要

な
意
味
を
も
つ
こ
と
。
㊧
公
家
新
制
が
敷
十
同
に
亘
つ
て
公
布
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
當
時
の
朝
廷
に
、
律
令
的
政
治
を
復
活
維
持
せ
ん
と
す
る
政
治
意
識
が

相
當
つ
よ
く
存
在
し
た
こ
と
、
そ
れ
ら
は
統
治
法
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
限
局

さ
れ
た
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
に
も
せ
よ
、
朝
廷
が
日
本
の
統
治
者
た
る
存
在

を
明
示
す
る
意
義
を
も
つ
て
い
た
こ
と
、
㈲
公
家
新
制
の
影
響
下
に
武
家
新
制

の
み
な
ら
ず
、
寺
院
新
制
あ
る
い
は
家
中
新
制
が
成
立
し
た
こ
と
は
法
制
史
上

注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
こ
と
、
爾
と
く
に
武
家
新
制
に
あ
た
え
た
公
家
新
制

の
影
響
は
、
武
家
法
稜
達
の
系
統
論
に
、
あ
た
ら
し
い
覗
野
を
提
供
す
る
こ

と
。
す
な
わ
ち
、
中
世
武
家
法
護
展
の
系
譜
を
公
家
法
↓
本
所
法
↓
武
家
法
と

み
る
從
前
の
正
統
的
見
解
以
外
に
、
公
家
法
↓
武
家
法
と
い
う
別
の
系
統
も
考

慮
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
、
結
論
と
し
て
張
調
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
本
論
文
の
要
旨
で
あ
る
が
、
す
で
に
冒
頭
に
お
い
て
も
一
言
し
た
ご

と
く
、
中
世
公
家
法
の
重
要
な
る
法
源
の
一
つ
で
あ
る
公
家
新
制
の
研
究
は
、

こ
れ
ま
で
三
浦
博
士
の
論
考
の
み
に
よ
つ
て
試
論
の
域
を
い
で
な
か
つ
た
が
、

著
者
の
丹
念
、
精
緻
な
螢
作
に
よ
つ
て
大
成
さ
れ
た
と
い
う
べ
く
日
本
中
世
法

制
史
研
究
に
及
ぼ
せ
る
著
者
の
功
績
は
、
こ
れ
を
た
か
く
評
贋
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。
も
つ
と
も
、
公
家
新
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
律
令
法
上
に
お
け
る
性

質
の
追
求
、
鎌
倉
幕
府
成
立
以
前
と
以
後
に
お
け
る
性
格
の
異
同
、
あ
る
い
は

そ
の
終
焉
の
事
情
等
、
な
お
著
者
に
よ
つ
て
論
及
さ
れ
て
い
な
い
問
題
も
あ
り
、

ま
た
、
著
者
が
相
當
に
論
鐙
さ
れ
て
い
る
各
新
制
の
吐
會
的
實
効
性
に
つ
い
て

も
な
お
一
暦
の
解
明
が
の
ぞ
ま
れ
る
黙
が
な
く
は
な
い
が
、
本
論
文
並
び
に
そ

れ
に
添
え
ら
れ
た
二
つ
の
参
考
論
文
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
」
お

よ
び
「
殿
下
渡
領
の
性
質
」
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
著
者
の
學
殖
は
、
法
學
博
士

の
學
位
を
與
う
る
に
十
分
な
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
昭
和
三
十
五
年
三
月
二
十
三
日
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八
一

（
一
三
六
五
）


